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平成１８年度氷見市人事行政の運営等の状況 

 

 氷見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第２条の規定に基づき、平成１８年

度における氷見市人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況  

(1) 職員数の状況（各年４月１日現在）                （単位：人） 

職員数 
区 分 

平成１８年 平成１９年 

対前年 

増減数 
主な増減理由 

議  会 

総  務 

税  務 

労  働 

農林水産 

商  工 

土  木 

５ 

８３ 

２５ 

１ 

４２ 

６ 

４３ 

５ 

７８ 

２７ 

１ 

３６ 

６ 

４３ 

 

△５ 

２ 

 

△６ 

 

 

 

事務事業の見直し等 

事務事業の見直し等 

 

事務事業の見直し等 

 

 

一

般

管

理 

小  計 ２０５ １９６ △９  

民  生 

衛  生 

１１７ 

２９ 

１１４ 

２７ 

△３ 

△２ 

退職不補充（保育士、調理士）等 

退職不補充（保健師）等 
福 

祉 
小  計 １４６ １４１ △５  

一 

 

般 

 

行 

 

政 

一般行政計 ３５１ ３３７ △１４  

教  育 

消  防 

８７ 

５２ 

８４ 

５１ 

△３ 

△１ 

退職不補充（用務員、調理員）等 

退職不補充（消防士） 
特 別 

行 政 
小  計 １３９ １３５ △４  

病  院 

水  道 

下 水 道 

そ の 他 

３１６ 

１０ 

１２ 

２０ 

２９５ 

９ 

１１ 

２１ 

△２１ 

△１ 

 

１ 

医師減員等 

営業担当業務民間委託 

 

地域包括支援センターの設置 

公 

営 

企 

業 

等 小  計 ３５８ ３３６ △２２  

合   計 ８４８ ８０８ △４０  

  （注）地方公共団体定員管理調査による数で、教育長及び臨時職員を含む数 
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(2) 年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
20 歳 

未満 

20～ 

23 歳 

24～ 

27 歳 

28～ 

31 歳 

32～ 

35 歳 

36～ 

39 歳 

40～ 

43 歳 

44～ 

47 歳 

48～ 

51 歳 

52～ 

55 歳 

56～ 

59 歳 

60 歳 

以上 
計 

H19 

職員数 
0 9 30 50 66 76 105 125 109 100 123 15 808 

H19 

構成比 
0.0% 1.1% 3.7% 6.2% 8.2% 9.4% 13.0% 15.5% 13.5% 12.4% 15.2% 1.8% 

100.0

% 

H14 

職員数 
２ 17 44 76 81 124 127 113 121 166 82 16 969 

H14 

構成比 
0.2% 1.8% 4.5% 7.8% 8.4% 12.8% 13.1% 11.7% 12.5% 17.1% 8.5% 1.６% 

100.0

% 

 (3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

  ① 定員適正化目標（数・率）（水道事業分及び病院事業分を含む） 

計  画  期  間  

始   期  終   期  
数  値  目  標  

△ 83 人  ・  △ 9.3% 
平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日  平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日  

（ 889 人  →  806 人 ） 

  ②  定員適正化の進捗状況（行財政健全化プログラムの定員適正化の実績） 

平成 17 年度 平成 18 年度 

職 員 数 
Ｈ16.4 

職員数

A 

Ｈ17.4

職員数

B 

比較増減 

B-A 

Ｈ17.4 

職員数

C 

Ｈ18.4 

職員数

D 

比較増減 

D-C 
備    考 

全会計 912 889 △23 889 848 △41  

普通会計 528 513 △15 513 490 △23  

全国類似団体 

（普通会計） 
497 -  - - -  

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20歳
未満

20～
23歳

24～
27歳

28～
31歳

32～
35歳

36～
39歳

40～
43歳

44～
47歳

48～
51歳

52～
55歳

56～
59歳

60歳
以上

H19構成比

H14構成比
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(4) 採用の状況（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

競争試験 選  考 
区   分 

男性 女性 計 男性 女性 計 
計 

行政職    １  １ １ 

学芸員        

医療職 ６ ８ １４ ９ １ １０ ２４ 

 医師    ９ １ １０ １０ 

 医療技術員 ６ ２ ８    ８ 

 看護師  ６ ６    ６ 

計 ６ ８ 1４ 1０ 1 １１ 2５ 

(5) 昇任の状況（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

昇 任 選 考 

区   分 
部長級 課長級 

課 長 

補佐級 
主査級 

市長部局等 ７ ８ １２ １６ 

消防 １  １  

市民病院 ２ ７ ６ ２０ 

計 １０ 1５ 1９ ３６ 

(6) 退職の状況（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

区   分 普通退職 勧奨退職 死亡退職 定年退職 転出 計 

行政職 ４ １１  ８  ２３ 

 一般行政 ３ ７  ６  １６ 

 保健師       

保育士  ３  １  ４ 
 

消防士 １ １  １  ３ 

技能労務職 １ １  ５  ７ 

 調理員  １    １ 

 用務員    １  １ 

業務員 １   １  ２ 
 

運転手    ３  ３ 

医療職 １７ ４  ３ １２ ３６ 

 医師 ２    １２ １４ 

 医療技術員 ２ １    ３ 

看護師 １２ １  ２  １５ 
 

技能労務職 １ ２  １  ４ 

計 ２２ １６  １６ １２ ６６ 
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２ 職員の給与に関する事項 

(1) 人件費の状況 

区分 

住民基本 

台帳人口 

(H1８.3.31) 

歳出額 A 実質収支 人件費 B 
人件費 

比率(B/A) 

（参考） 

前年度の 

人件費比率 

人 千円 千円 千円 ％ ％ 
１８年度 

55,369 21,576,228 546,006 4,638,686 21.5 21.5 

(2) 職員給与費の状況（普通会計予算） 

給 与 費 
区分 

職員数 

A 給 料 職員手当 期 末 ・ 勤 勉 手 当 計 B 

１ 人 あ た り 給 与 費 

（B／A） 

人 千円 千円 千円 千円 千円 
１9年度 

465 2,070,107 262,764 845,150 3,178,021 6,834 

(3) 総人件費の抑制について 

職員給与の抑制と定数職員の削減により総人件費の削減を図っています。 

① 職員給与の削減 

・ 管理職手当の削減（一律△10％） 

② 定数職員の削減 

・ 事務事業の見直しと廃止 

・ 民間活力の導入（民営化、指定管理者制度、更なる業務委託の推進等について検討） 

・ 組織の見直し（簡素で効率的な行政運営） 

(4) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（１9 年４月１日現在） 

 ①一般行政職 

区   分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

414,984 
氷見市 46.0 375,237 

402,888 

国 40.7 325,724 383,541 

 ②技能労務職 

区   分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

389,151 
氷見市 54.3 371,116 

382,869 

 380,906 

 
うち学校調理員 55.2 370,343 

378,075 

 364,330 

 
うち学校用務員 53.5 357,835 

364,330 

 401,521 

 
その他 53.９ 379,915 

388,087 

国 48.8 287,094 320,514 

民間事業者平均 52.4 - 334,018 
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 ③消防職 

区   分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

406,006 
氷見市 41.9 345,280 

374,489 

（注）１ 「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における職種ごとの職員の給料月額の平均であ

る。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当な

どの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであ

る。また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含

まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。 

 

(5) 職員の初任給の状況（平成１９年４月１日現在） 

氷見市 国 

区   分 
初 任 給 

採用２年経過日 

給  料  額 
初 任 給 

採用２年経過日 

給  料  額 

大学卒 170,200 180,400 170,700 180,400 
一般行政職 

高校卒 138,400 145,400 138,400 145,400 

高校卒 131,500 138,000 - - 
技能労務職 

中学卒 120,200 125,900 - - 

大学卒 185,300 198,600 - - 
消防職 

高校卒 156,200 166,400 - - 

 

(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１９年４月１日現在） 

経  験  年  数 
区   分 

１０年以上 1５年未満 15 年以上 20 年未満 20 年以上 25 年未満 

大学卒 284,100 343,400 395,700 
一般行政職 

高校卒 - 277,800 332,600 

高校卒 - 275,600 314,300 
技能労務職 

中学卒 - - - 

大学卒 - 323100 - 
消防職 

高校卒 263,500 292,160 352,242 

(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成１９年４月１日現在） 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

標準的な職務 
主事 

技師 

主事 

技師 
主任 主査 

課長補佐 

総括主査 
課長 部長 

職員数（人） 3 22 62 63 52 37 12 

構成比（％） 1.2 8.8 24.7 25.1 20.7 14.7 4.8 

 （注）１ 氷見市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

    ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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(8) 職員手当の状況（平成１９年４月１日現在） 

区分 氷 見 市 国 

１人当たり平均支給額（1８年度） 

              1,758 千円 

 期末 

手当 

 

勤勉 

手当 

（１９年度支給割合） 

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.40 月分 0.725 月分 

１２月期 1.60 月分 0.725 月分 

 計 3.00 月分 1.450 月分 

 (1.60 月) (0.75 月) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

 

   

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.40 月分 0.725 月分 

１２月期 1.60 月分 0.725 月分 

 計 3.00 月分 1.450 月分 

 (1.60 月) (0.75 月) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

退職 

手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２～２０％加算） 

               職務の級による加算措置 

１人当たり平均支給額（1８年度） 

定年・勧奨      26,932,895 円 

自己都合その他    12,357,367 円 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続20年 23.50 月分 30.55 月分 

勤続25年 33.50 月分 41.34 月分 

勤続35年 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２～２０％加算） 

         職務の級による加算措置 

 （注） 退職手当の１人あたりの平均支給額は、平成１８年度に退職した職員（企業職は除く）に支給

された平均額である。 

 

特殊勤務手当支給実績（１８年実績） 8,673 千円 

支給対象職員１人あたり平均支給年額（１８年実績） 38,544 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度） 43.6% 

手当の種類（手当数） １６ 

手当の名称 主な支給対象職

員 

主な支給対象業務 左記職員に対す

る支給単価 

市税等徴収手当 税務課に勤務す

る職員 

市税その他の収入金の徴収、督促又は滞

納処分のため外勤したとき 

日額 300 円 

社会福祉業務手当 福祉課に勤務す

る職員 

生活保護法による保護の実施又児童福

祉法による措置の実施のため外勤した

とき 

日額 300 円 

行旅死亡人等取扱手当 福祉課に勤務す

る職員 

(1) 行旅病人の救護業務に従事したと

き 

(1) １件当たり

1,000 円 
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(2) 行旅死亡人の取扱業務に従事した

とき 

(2) １件当たり

2,500 円 

保育業務手当 保育所に勤務す

る保育士（園長を

除く。） 

保育所に勤務する保育士が保育に関す

る業務に従事したとき 

日額 200 円 

（５時間未満の

ときは 100 円） 

感染症防疫手当 健康課に勤務す

る職員 

感染症防疫作業等に従事したとき 日額 300 円 

保健指導等業務手当 健康課に勤務す

る保健師、栄養士

又は理学療法士 

保健指導等の業務で外勤したとき 日額 300 円 

清掃業務手当 リサイクルプラ

ザに勤務する職

員 

清掃業務に従事したとき 日額 700 円 

（５時間未満の

ときは 350 円） 

危険業務手当 全職員 道路、河川、海岸、山間地等における調

査、測量その他の作業、建築物、公園、

管渠その他の工事の監督又は水質、騒音

等の調査、測定等の危険を伴う業務に従

事するために外勤したとき 

日額 200 円 

用地交渉等手当 全職員 事業に必要な土地の取得等又は事業の

施行により生ずる損失の補償について、

その権利者又は被補償者等と面接して

交渉を行う業務に従事したとき 

日額 500 円 

大型自動車等運転手当 財務課、建設課に

勤務する職員 

道路交通法第３条に規定する大型自動

車又は大型特殊自動車の運転作業に従

事したとき 

日額 300 円 

除雪作業手当 財務課、建設課に

勤務する職員 

道路において行う除雪車による除雪作

業及びこれに伴う排雪等の作業に従事

したとき 

日額 300 円 

変則勤務手当 中央公民館又は

勤労青少年ホー

ムに勤務する職

員 

勤務時間の割振りが変則である勤務に

従事したとき 

日額 200 円 

消防救急業務手当 消防職員 消防救急業務のため出動したとき １回 150 円 

（救急救命士の

場合 300 円） 

消火活動業務手当 消防職員 火災の消火活動業務のため出動したと

き 

１回 200 円 

夜間消防業務手当 消防職員 正規の勤務時間による勤務の一部又は

全部が深夜において行われる消防業務

に従事したとき 

１回 300 円 

給食業務手当 保育所、小学校、

中学校又は給食

センターに勤務

給食業務に従事したとき 月額 3,000 円 
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する調理員 

 

支給実績 70,607 千円 
平成１8 年度 

職員１人あたり平均支給年額 134 千円 

支給実額 95,604 千円 

時間外 

勤務手当 
平成１7 年度 

職員１人あたり平均支給年額 178 千円 

 

 

区分 内   容 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（１８年度決算） 

支給職員１人当 

たり平均支 給年 額 

（１８年度決算） 

千円 円 扶養

手当 

(1)配偶者  13,000 円 

(2)配偶者以外 

 ①2 人までそれぞれ 6,000 円

（そのうち 1 人については、

職員に配偶者がない場合は

11,000 円、扶養親族でない

配偶者がいる場合は 6,500

円）  

同じ  

47,279 212,966 

  ②①以外 1 人につき 5,000 円 

 ③満 16 歳年度初めから満 22

歳年度末までの間にある子 1

人につき、5,000 円を加算 

    

住居

手当 

(1)借家等 

 ①家賃 23,000 円以下の場合 

  家賃 ― 12,000 円 

 ②家賃 23,000 円を超える場合 

  11,000 円＋（家賃― 

23,000 円）／２ 

  （最高限度額 27,000 円） 

(2)自宅 2,500 円 

（新築・購入後 5 年間に限る） 

同じ  7,641 169,788 

通勤

手当 

(1)交通機関利用職員 

 6 箇月定期券等の価額による一 

括支給 

 全額支給限度額  1 箇月あた 

り 55,000 円 

(2)交通用具使用職員 

 距離段階区分に応じ 2,000 円 

～24,200 円 

異 な

る 

○国の制度 

 

 

 

 

(2) 交通用具使用職員 

 距離段階区分に 

応じ 2,000 円 

～24,500 円 

25,182 62,798 

管理職

手当 

管理又は監督の地位にある職員に

給料に定額支給。従前支給額に格

同じ  51,080 415,284 
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差がある場合は差額補償制度あ

り。 

 

休日

勤務

手当 

休日等において正規の勤務時間中

に勤務した職員に支給 

 １時間当たりの給与額×1.35 

 ×時間数 

15,782 404,663 

夜間

勤務

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時

から翌日の午前５時までの間に勤

務した職員に支給 

 １時間当たりの給与額×0.25 

 ×時間数 

異 な

る 

１時間あたりの給

与額の算定の総時

間数から休日及び

年末年始の時間を

減じている。 4,107 105,306 

管理

職員

特別

勤務

手当 

管理職手当支給対象職員が、臨時

又は緊急の必要等により週休日等

に勤務した場合に支給 

６時間未満 4,000～8,000 円 

６時間以上 6,000～12,000 円 

同じ  284 71,000 

寒冷地

手当 

寒冷地に在勤する職員に支給 同じ  10,012 19,034 

 

(9) 特別職の報酬等の状況 

 給料月額等 

給 料 市 長 

助 役 

収入役 

９００，０００円 

７２９，０００円 

６４８，０００円 

報 酬 議 長 

副議長 

議 員 

４９５，０００円 

４４０，０００円 

４２０，０００円 

※平成１８年１１月１３日まで６％減額 

期末手当 市 長 

助 役 

収入役 

議 長 

副議長 

議 員 

６月期 １．６０月分 

１２月期 １．７５月分 

計  ３．３５月分 

  ※ 加算措置有り 

 （算定式） （支給時期） 

市長 900 千円×在職月数×500/100÷12 （任期毎） 

助役 729 千円×在職月数×280/100÷12 （任期毎） 

退職手当 

収入役 648 千円×在職月数×250/100÷12 （任期毎） 
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３ 公営企業の状況 

(1) 水道事業 

① 職員給与費の状況 

     ア 決算  

区分 総費用 

 

    Ａ 

純損益又は

実質収支 

職員給与費 

  

      Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

 (参考) 

1７年度の総費用に占

める職員給与費比率 

18年度 
  千円 

1,530,439 

千円 

32,436 

千円 

78,742 

％ 

5.1 

％ 

5.2 

    イ 予算                                                         

給 与 費 
区分 

職員数 

A 給 料 職員手当 期 末 ・ 勤 勉 手 当 計 B 

１ 人 あ た り 給 与 費 

（B／A） 

人 千円 千円 千円 千円 千円 
19 年度 

9 41,462 6,239 17,176 64,877 7,209 

      （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

          ２ 給与費は当初予算に計上された額である。 

ウ 総人件費の抑制について 

職員給与の抑制と定数職員の削減により総人件費の削減を図っています。 

（職員給与の削減） 

・ 管理職手当の削減（一律△10％） 

（定数職員の削減） 

・ 事務事業の見直し 

② 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（19 年４月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収 

氷 見 市 50.2 412,222 561,842 

 （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員手当の状況  

  ア 期末手当・勤勉手当 

氷見市 

１人当たり平均支給額（１８年度）    1,823 千円 

（１９年度支給割合）  

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.40 月分 0.725 月分 

１２月期 1.60 月分 0.725 月分 

 計 3.00 月分 1.450 月分 

 （1.60）月分 （0.7５）月分 
 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

  （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（19 年４月１日現在） 

区分 氷 見 市 国 

退職 

手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 42.12 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（２～２０％加算） 

職務の級による加算措置 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続20年 23.50 月分 30.55 月分 

勤続25年 33.50 月分 42.12 月分 

勤続35年 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（２～２０％加算） 

職務の級による加算措置 

ウ 特殊勤務手当（１９年４月１日現在） 

支給実績（18 年実績） 86 千円 

支給対象職員１人あたり平均支給年額（18 年実績） 14,266 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（18 年度） 60.0% 

手当の種類（手当数） 2 

手当の名称 主な支給対象職

員 

主な支給対象業務 左記職員に対

する支給単価 

危険業務手当 全職員 道路、河川、海岸、山間地等における調

査、測量その他の作業、建築物、公園、

管渠その他の工事の監督又は水質、騒音

等の調査、測定等の危険を伴う業務に従

事するために外勤したとき 

日額 200 円 

市税等徴収手当  市税その他の収入金の徴収、督促又は滞

納処分のため外勤したとき 

日額 300 円 

  エ 時間外勤務手当 

支給実績（18 年度決算） 1,014 千円 

職員１人当たり平均支給年額（18 年度決算） 101 千円 

支給実績（17 年度決算） 1,351 千円 

職員１人当たり平均支給年額（17 年度決算） 123 千円 

 オ その他手当（平成 19 年 4 月 1 日現在） 

区分 内   容 
一般行政職の 

制度との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（１８年度決算） 

支給職員１人当 

たり平均支 給年 額 

（１８年度決算） 

千円 円 扶養

手当 

(1)配偶者  13,000 円 

(2)配偶者以外 

 ①2 人までそれぞれ 6,000 円（そ

のうち 1 人については、職員に

配偶者がない場合は 11,000

円、扶養親族でない配偶者がい

る場合は 6,500 円） 

同じ  

1,170 146,250 
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  ②①以外 1 人につき 5,000 円 

 ③満 16 歳年度初めから満 22 歳

年度末までの間にある子 1 人に

つき、5,000 円を加算 

    

住居

手当 

(1)借家等 

 ①家賃 23,000 円以下の場合 

  家賃 ― 12,000 円 

 ②家賃 23,000 円を超える場合 

  11,000 円＋（家賃― 

23,000 円）／２ 

  （最高限度額 27,000 円） 

(2)自宅 2,500 円 

（新築・購入後 5 年間に限る） 

同じ  73 24,166 

通勤

手当 

(1)交通機関利用職員 

 6 箇月定期券等の価額による一 

括支給 

 全額支給限度額 1 箇月あたり 

55,000 円 

(2)交通用具使用職員 

 距離段階区分に応じ 2,000 円 

～24,200 円 

同じ  391 39,120 

管理職

手当 

管理又は監督の地位にある職員に給

料に定額支給。従前支給額に格差があ

る場合は差額補償制度あり。 

 

同じ  1,802 360,388 

休日

勤務

手当 

休日等において正規の勤務時間中に

勤務した職員に支給 

 １時間当たりの給与額×1.35 

 ×時間数 

同じ  71 14,179 

寒冷地

手当 

寒冷地に在勤する職員に支給 同じ  374 41,522 
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 (2) 病院事業 

① 職員給与費の状況 

     ア 決算  

区分 総費用 

 

    Ａ 

純損益又は

実質収支 

職員給与費 

  

      Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

 (参考) 

17年度の総費用に占

める職員給与費比率 

18年度 
  千円 

5,929,007 

千円 

△267,505 

千円 

2,873,345 

％ 

48.4 

％ 

45.3 

     イ 予算                                                

給 与 費 
区分 

職員数 

A 給 料 職員手当 期 末 ・ 勤 勉 手 当 計 B 

１ 人 あ た り 給 与 費 

（B／A） 

人 千円 千円 千円 千円 千円 
１９年度 

318 1,334,085 486,062 531,256 2,351,403 7,394 

      （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

          ２ 給与費は当初予算に計上された額である。 

ウ 総人件費の抑制について 

職員給与の抑制により総人件費の削減を図っています。 

（職員給与の削減） 

・ 管理職手当の削減（一律△10％）医師及び歯科医師は除く 

 

② 職員の基本給、平均月収及び平均年齢の状況（１９年４月１日現在） 

 ア 医師 

区分 平均年齢 基本給（円） 平均月収（円） 

氷見市 51.5 476,253 1,103,416 

  イ 看護師 

区分 平均年齢 基本給（円） 平均月収（円） 

氷見市 44.4 342,858 516,033 

  ウ 事務職 

区分 平均年齢 基本給（円） 平均月収（円） 

氷見市 43.9 357,705 553,287 

（注） ア、イ及びウにおける平均月収には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

③ 職員手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

氷見市 

１人当たり平均支給額（１８年度） 

1,602 千円 

（１９年度支給割合）  

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.40 月分 0.725 月分 
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１２月期 1.60 月分 0.725 月分 

 計 3.00 月分 1.450 月分 

 （1.60）月分 （0.75）月分 
 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

   （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

イ 退職手当（１９年４月１日現在） 

区分 氷 見 市 国 

退職 

手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 42.12 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（２～２０％加算） 

 職務の級による加算措置 

１人当たり平均支給額        

定年・勧奨         17,801,354 円 

自己都合その他         2,314,657 円 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続20年 23.50 月分 30.55 月分 

勤続25年 33.50 月分 42.12 月分 

勤続35年 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

（２～２０％加算） 

 職務の級による加算措置 

  （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した病院職員に支給された平均額である。 

ウ 特殊勤務手当（1９年 4 月 1 日現在） 

支給実績（18 年実績） 141,465 千円 

支給対象職員１人あたり平均支給年額（18 年実績） 491,196 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（18 年度） 94.1% 

手当の種類（手当数） ７ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対

する支給単価 

医療技術等危険手当 薬剤科、検査科、放

射線技術科、臨床工

学科及び看護科に勤

務する職員 

・危険性を有する細菌検査等の作業に従

事したとき 

・エックス線その他の放射線を人体に対

して照射又はこれを補助する作業に

従事したとき 

・結核患者等の療養上の世話又は診療を

補助する業務に従事したとき 

・手術業務に従事したとき 

・人工透析業務に従事したとき 

・危険性を有する調剤作業等に従事した

とき 

日額２５０円 

以内 

機能訓練業務手当 理学療法士、作業療 機能訓練業務に従事したとき 日額 240 円 
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法士、言語聴覚士及

び視能訓練士 

以内 

医療業務手当 医師及び歯科医師 医療業務に従事したとき 月額300,000

円以内 

夜間看護手当 助産師、看護師及び

准看護師 

正規の勤務時間による勤務の一部又は

全部が深夜において行われる看護等の

業務に従事したとき 

勤務１回につき

3,300 円以内、

勤務交代の事情

に応じ 1,140

円以内の額を加

算 

助産師業務手当 助産師 妊産婦等の緊急処置のため勤務時間外

に自宅待機を命ぜられたとき 

月額 5,000 円

以内 

病院給食業務手当 栄養士及び調理員 給食業務に従事したとき 日額 140 円以

内、早出勤務の

場合は 630 円

以内を加算 

病院業務手当 (1) 助産師、看護師

及び准看護師 

(2) その他の職員

（他の特殊勤務手当

の支給を受ける職員

及び事務職員を除

く） 

病院業務に従事したとき 日額 330 円 

以内又は日額

140 円以内 

  エ 時間外勤務手当 

支給実績（18 年度決算） 95,690 千円 

職員１人当たり平均支給年額（18 年度決算） 368 千円 

支給実績（17 年度決算） 95,698 千円 

職員１人当たり平均支給年額（17 年度決算） 287 千円 

オ その他手当（平成 19 年４月１日現在） 

区分 内   容 
一般行政職の 

制度との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（１８年度決算） 

支給職員１人当 

たり平均支 給年 額 

（１８年度決算） 

千円 円 扶養

手当 

(1)配偶者  13,000 円 

(2)配偶者以外 

①2 人までそれぞれ 6,000 円

（そのうち 1 人については、

職員に配偶者がない場合は

11,000 円、扶養親族でない

配偶者がいる場合は 6,500

円） 

 ②①以外 1 人につき 5,000 円 

 ③満 16 歳年度初めから満 22

歳年度末までの間にある子

同じ  

15,628 223,257 
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1 人につき、5,000 円を加

算 

住居

手当 

(1)借家等 

 ①家賃 23,000 円以下の場合 

  家賃 ― 12,000 円 

 ②家賃 23,000 円を超える場合 

  11,000 円＋（家賃― 

23,000 円）／２ 

  （最高限度額 27,000 円） 

(2)自宅 2,500 円 

（新築・購入後 5 年間に限る） 

同じ  2,396 159,700 

通勤

手当 

(1)交通機関利用職員 

 6箇月定期券等の価額による一 

括支給 

 全額支給限度額 1箇月あたり 

55,000 円 

(2)交通用具使用職員 

 距離段階区分に応じ 2,000 円 

～24,200 円 

同じ  14,572 65,052 

管理職

手当 

管理又は監督の地位にある職員

に給料に定額支給。従前支給額に

格差がある場合は差額補償制度

あり。 

同じ  38,261 607,310 

休日

勤務

手当 

休日等において正規の勤務時間

中に勤務した職員に支給 

 １時間当たりの給与額×1.35 

 ×時間数 

同じ  3,724 14,323 

宿日直 

手当 

宿日直を命ぜられた職員が勤務

した場合に支給 

 看護師等  5,900 円 

 医  師 20,000 円 

同じ  40,133 389,637 

夜間

勤務

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時

から翌日の午前５時までの間に

勤務した職員に支給 

 １時間当たりの給与額×0.25 

 ×時間数 

同じ  23,328 134,840 

管理

職員

特別

勤務

手当 

管理職手当支給対象職員が、臨時

又は緊急の必要等により週休日

等に勤務した場合に支給 

６時間未満 4,000～8,000 円 

６時間以上 6,000～12,000 円 

 

同じ  0 0 
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寒冷地

手当 

寒冷地に在勤する職員に支給 同じ  2,606 34,742 

初任給 

調整 

手当 

医学等に関する専門的知識を必

要とし、かつ採用による欠員の補

充が困難な職に採用された職員

に支給 

医師・歯科医師 

 採用後 35 年以内の期間、採用

から１年を経過するごとにその

額を逓減して支給（最高支給月額

216,700 円） 

同じ  75,218 2,426,397 

④ 特別職の報酬等の状況（19 年 4 月１日現在） 

区      分 給料・報酬月額 

給 料 ８３７，０００円 

特殊勤務手当 病院事業管理者が医師であり、医療業務に従事する場合は、特

殊勤務手当として医療業務手当を支給する。 

 月額 300,000 円以内 

期末手当 （19 年度支給割合）   ３．３５月分 

（算定式） （支給時期） 退職手当 

病院事業管理者 

837,000 円×在職月数×210/100÷12 （任期毎） 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件 

(1) 勤務時間の状況 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休息時間 休憩時間 

４０時間 午前８時３０分 午後５時１５

分 

正午から午後零時

１５分まで及び午

後５時から午後５

時１５分まで 

午後零時１５分

から午後１時ま

で 

※公務の運営上の事情により、特別な形態によって勤務する必要がある職員（病院、各種施設等）は、

上記以外の勤務時間の割振りによります。 

 

(2) 休暇休業制度の取得状況 

職員の休暇、休業制度については、氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、規則や育児休業

等に関する条例、規則等に基づいて定められており、主な休暇、休業制度の状況は次のとおりです。 

平成１８年の取得状況 
区 分 

休暇（休業）期間等 

（1 年あたり） 市長部局等 消防 市民病院 

年次休暇 20 日 平均 10.0 日 平均 10.0 日 平均 6.7 日 

夏季休暇 5 日以内 平均 4.9 日 平均 5.0 日 平均 5.0 日 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ休暇  5 日以内 取得件数 0 件 取得件数 0 件 取得件数 2 件 

子の看護休暇 5 日以内 ２件 0 件 4 件 

育児時間 1 日 2 回、それぞれ 30 分の期間 ０件 0 件 0 件 
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病気休暇 １８０日以内 38 件 3 件 38 件 

介護休暇 6 月以内 0 件 0 件 0 件 

育児休業 子が 3 歳に達するまでの期間 ８件 0 件 12 件 

部分休業 子が 3 歳に達するまでの期間で、

始業時又は終業時、1 日を通じて

2 時間以内 

0 件 0 件 0 件 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分の状況 

区  分 降任 免職 休職 降給 計 

市長部局等   1  １ 

消防     ０ 

市民病院   ２  ２ 

※分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその職責を十分に果

たすことができない場合に行われる、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分のこと

をいいます。 

(2) 懲戒処分の状況 

区  分 戒告 減給 停職 免職 計 

市長部局等     ０ 

消防     ０ 

市民病院     ０ 

※ 懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持する目的から、職務上の義務違反など、公務員とし

てふさわしくない非行がある場合に行われる処分のことをいいます。 

 

６ 職員の服務の状況 

(1) 職務専念義務免除の状況  

  平成 1８年度の職務専念義務免除の状況は、次の表のとおりです。 

 市長部局等 消防 市民病院 

研修を受ける場合 1 0 0 

職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公

務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 
0 0 0 

市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認め

られる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属す

る事務を行う場合 

0 0 0 

職員が公務に支障のない範囲内において、市町村の消防団

員となって火災等の災害出動、演習 
8 0 0 

職員が公務に支障のない範囲内において、国民体育大会等

に選手又は監督等として参加する場合 
9 0 0 

職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合 42 0 1 

※市職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間中において、職務に専念する

義務がありますが（地方公務員法第３５条）、合理的な理由がある場合は、限定的にその免除が認めら
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れています。 

 

(2) 営利企業等従事許可の状況 

 平成 1８年度の営利企業等従事許可の状況は、次の表のとおりです。 

平成１８年の許可件数 許可の基準 

市長部局等 消防 市民病院 

次のいずれにも該当しないと認める場合 

① その職員の職と当該営利企業との間に特別な利害関係又は

その発生のおそれのある場合 

② 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

③ その他公務員として適当でないと認められる場合 

33 ０ 0 

※市職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社そ

の他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又

は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない（地方公務員法第３８条）とされて

おり、上の表の基準を満たしている場合に、例外的に許可を受けることができます。 

 

７ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(1) 職員の研修の状況  

 平成 1８年度の職員の研修の状況については、次の表のとおりです。 

①市長部局等 

区        分 

研 修 区 分 実 施 区 分 等 
回  数 人  数 

富山県市町村職員研修機構 8 31 
一般研修 

氷見市 2 137 

実務研修 12 27 富山県市町村職員

研修機構 自己啓発研修 6 12 専門研修 

氷見市 実務研修 2 46 

自主研修 氷見市 1 ６ 

派遣研修 氷見市 12 14 

海外研修 氷見市 ― ― 

合計 43 273 

②消防 

区        分 

研 修 区 分 実 施 区 分 等 
回  数 人  数 

実務研修 13 20 
専門研修 

救急救命士実施研修 6 25 

派遣研修 富山県消防学校 7 8 

合計 26 53 

③市民病院 
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区        分 

研 修 区 分 実 施 区 分 等 
回  数 人  数 

経営マネージメント研修 １０ ― 
一般研修 

接遇研修 3 ― 

実務研修 11 ― 
専門研修 

学会等参加 ― 195 

合計 24 195 

(2) 勤務成績の評定の状況 

 評定の回数 評定の時期 評定の対象人数 

市長部局等 496 

消防 52 

市民病院 

１回 3 月 

318 

 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 厚生制度の状況  

 公務能率の向上を図るため、職員の健康管理、元気回復等の厚生事業を実施しており、その状況は次

のとおりです。 

実施状況 区
分 主な項目 対象者等 

市長部局等 消 防 市民病院 

定期健康診断 全職員 453 46 189 

特別健康診断（腰痛） 調理員 5   

胃検診 希望職員 128 1  

眼底検査 希望職員 251 16 62 

便潜血検査 希望職員 109 3  

成

人

病 

喀痰検査 希望職員 41 1  

子宮ガン 希望職員 68  4 婦

人 乳がん 希望職員 90  7 

健 
康 

管 

理 

短期人間ドック 指定年齢の職員 64 6 100 

(2) 共済制度の状況 

 社会保険制度の一環として、相互救済による共済制度を実施しており、主な給付の状況は次のとおり

です。なお、制度実施のため必要な財源は、職員（組合員）の掛金と地方公共団体の負担金によってま

かなわれています。 

（短期給付事業） 

富山県市町村職員共済組合 
給 付 区 分 

件数 給付額（千円） 

療養費 72 5,010 

出産費 4 1,382 

配偶者出産費 5 1,386 

保

健

給

付 埋葬料   
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家族埋葬料 7 1,284 

小計 88 9,062 

傷病手当金 9 1,608 

出産手当金   

休業手当金   

育児休業手当金 124 12,433 

介護休業手当金 2 325 

休

業

給

付 

小計 135 14,366 

弔慰金   

家族弔慰金   

災害見舞金   

災

害

給

付 小計 0 0 

一部負担金払戻金等 207 5,880 

出産費附加金 4 80 

配偶者出産費附加金 5 100 

埋葬料附加金   

家族埋葬両附加金 7 200 

災害見舞金附加金   

附

加

給

付 

小計 223 6,260 

合計 446 29,688 

（貸付事業） 

給 付 区 分 件  数 給付額（千円） 

普通貸付 5 5,840 

住宅貸付 4 28,000 

特別貸付 1 840 

災害貸付   

高額医療貸付   

出産貸付   

合計 10 34,680 

(3) 公務災害補償制度の状況 

区分 加入団体 災害件数 災害の概要 

市長部局等 ４ 

右脛骨高原骨折後のプレート除去 

頚椎捻挫、右肩打撲、右肩擦過傷、顔面打撲、

顔面擦過傷 

右腓骨下端骨折 

左とう骨遠位端骨折 

消防 0  

市民病院 

地方公務員災害補償基金 

富山県支部 

15 針刺し事故、切創、汚染事故等 
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９ 職員の競争試験及び選考の状況 

(1) 競争試験の状況 

①市長部局等 

第一次試験 第二次試験 
区   分 

申込者 受験者 A 合格者 受験者 合格者 B 

最終倍率 

B/A 

一般行政職（上級） 70 58 8 3 3 19.3 

消防（上級） 8 7 1 1 1 7.0 

消防（初級） 6 6 2 2 1 6.0 

 

②病院 

第一次試験 第二次試験 
区   分 

申込者 受験者 A 合格者 受験者 合格者 B 

最終倍率 

B/A 

事務員（上級） 7 6 3 3 1 6.0 

事務員（上級・勤務経験者） 10 8 3 3 2 4.0 

放射線技師 10 10 1 ― ― 10.0 

理学療法士（第１回） 4 3 1 ― ― 3.0 

理学療法士（第２回） 1 1 1 ― ― 1.0 

作業療法士（第１回） 1 1 1 ― ― 1.0 

作業療法士（第２回） 1 1 1 ― ― 1.0 

看護師（第１回） 1 1 1 ― ― 1.0 

看護師（第２回） 3 3 3 ― ― 1.0 

 

１０ 勤務条件に関する措置の状況 

  平成１８年度において、措置要求事案はありません。 

 

１１ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

  平成１８年度において不服申立て事案はありません。 


